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通学路や公園などで子どもを見かけた時

は、徐行や一時停止するなどして子どもの

動きに注意して運転しましょう。 

通学路や公園付近の道路などを、子ども

目線で危険箇所を確認し、道路の歩き方、

安全確認方法、信号機の意味などをわかり

やすく教えましょう。 
 

スクールゾーンでは、子どもの動きに注意し、

思いやり運転に努めましょう。 

 キッズゾーンは保育所等が行う散歩等の園外

活動の安全を確保するために設定されています。 

 お散歩中の集団等を見かけた際にはスピード

を落とすなどして安全運転をしましょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の窓口に掲示するなど、必要な方々にご覧いただけるようご協力ください。 

ＦＡＸ配信からインターネットのＥ-ｍａｉｌ配信に変更のご希望があれば、 

下記にご連絡ください。 また、県警ＨＰでもご覧いただけます。 

滋賀県警察本部交通企画課 高齢者交通安全推進室 ふれあいチーム 

TEL 077-522-1231（代表） Ｅﾒｰﾙ x0022@police.pref.shiga.jp 

 

 

横断中の高齢者を見かけた時には、思いやり運

転を心がけ、いつでも止まれるように注意しまし

ょう。特に夜間右側からの横断者の発見が遅れな

いよう、対向車等がないときにはハイビームに切

り替えましょう。 

歩行者は夜間の外出をできるだけ控え、外出時

には明るい服に反射材着用を心がけましょう。 

 

ドライバーは 

「横断歩道は歩行者優先」

「歩行者に道をゆずる」 

という歩行者保護の運転に

努めましょう。 

お互いに 

『思いやる・ゆずり合う』 

気持ちが必要です！ 


